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特集:家 族変動へのさまざまな接近

家 族 を め ぐ る 社 会 政 策 の 展 開 と 現 局 面

Fami ly and Social Policy in Japan,1938-2003

中川 清

1.家 族をめ ぐる社会政策への視点

 小論の 目的は、1930年 代後半か ら現在にいたる、家族をめぐる広範な社会政策の大まかな

整理を試みることである。家族をめぐる近代の政策基盤が、総力戦下において具体化 され、再

編され る時期以降を対象 とするが、さしあたり以下の3つ の時期に区分 して、家族 と社会政策

の関係を振 り返ってみたい。はじめは、戦時体制と戦後改革 とい う対照的な激動をとお して、

家族生活 と社会政策 とが接近 し具体化する時期である。つづいて、1960年 代から80年 代まで

の、雇用者家族への政策対応が本格化するとともに、家族 と政策との間に齪歯吾が生 じは じめる

時期である。最後は、1990年 代からの、家族の関係をめぐって政策調整が行われる時期であ

る。

 家族と社会政策との関係は、家族の機能が弱体化 し、それに対 して社会政策が肥大化 してい

くとい う単純な関係としては捉えられない。家族機能に関 していえば、一方向的な弱体化では

なく、その性格変化に注目したい。かつての慣習的な機能処理の方法が、近代においては大き

く変更される。また1960年 代からは、家族による調整機能が重要 とな り、近代的な機能処理

の結果も絶えず点検 されねばならなくなる。一方、広範な社会政策の諸領域が、このような家

族機能の変化に必ずしも整合的に対応 してきたわけではない。家族と政策との関係は、さまざ

まな齪歯吾を含んだ相互関係 として具体的に検証されねばならない。

 家族をめぐる広範な社会政策 として、ここでは以下の領域を想定している。それ らは、利谷

信義が家族に関する国内法システムとして取 り上げた項 目に配慮 し(利 谷1987:119-33)、 副

田義也がまとめた家族政策の4つ の 「主要機能」にもとついて(副 田1986:15)、5つ に整理

したものである。1つ は、政策対象の調査 ・把握で、戸籍法や住民基本台帳法、国勢調査や家

計調査などが該当する。2つ は、家族関係の承認 ・規制で、民法やその改正、最近の性同一障

害特例法などが該当する。3つ は、政策基盤 としての促進 ・整備で、直接的には人口政策や税

制などであるが、教育や衛生 さらに地域政策 も含まれる。4つ は、家族の支援 ・補強で、社会

政策の最も基本的な領域であり、おおむね社会保障が該当する。5つ は、特定の事態における

家族への介入で、資産調査をともな う救貧政策や児童虐待防止法などが該当する。

 以上のような時期区分 と領域設定にもとついて、1930年 代以前の動きも考慮 しながら、家

族をめぐる社会政策の展開を具体的に振 り返ってみたい。
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2.家 族生活と社会政策との接近(1930年 代後半から1950年 代まで)

 戦争にともな う総動員体制 と、戦後の混乱と貧困状況 とい う異なった条件においてではある

が、家族生活 と社会政策 とは、それまでにない急速な接近を経験す る。一つは、雇われて働 く

家族生活を想定した生活保障の整備であ り、戦後直後は壊滅状態に直面するが、次第に再編拡

大され、1960年 代以降は家族生活に実質的な影響を及ぼすことになる。 もう一つは、それま

でに形作 られた政策平面が一段と組織化 され、世帯とその成員の把握が具体化することである。

ただし上か らの組織化 と把握の進行は、戦後においては、逆に家族の側からの生活対応を引き

起こすことにもなる。

 (1)生 活保障の制度的な整備

 以前から部分的に実施 されてきた生活保障の整備が、この時期には制度的な形で急速に進展

する。生活保障の進展は、男性世帯主が雇われて働 くことによって成 り立つ家族生活像を社会

的に整序す るとともに、医療保険においては、職域や地域の保険組合の組織化とも関連 してい

た。

 まず1916年 の工場法施行令においては、労働災害の遺族扶助が、配偶者を原則 として、配

偶者がなく同一親等の場合は直系尊属よりも直系卑属を優先 して規定された。労働保護立法 と

される工場法が、年少者や女性の直接的な保護にとどまらず、「家」制度 より具体的な労働者

家族像を想定 していたことが うかがえる。その後1931年 に労働者災害扶助法が公布 されるが、

社会保険としては1947年 の労働者災害補償保険法を待たねばならなかった。

 1922年 には健康保険法が公布され、1927年 か ら全面的に実施 されたが、当初は本人のみが

対象で、家族給付が制度化 されるのは1942年 の改正以降であった。 とはいえ、拠出と給付の

関係において医療に接する経験の積み重ねは、雇われて働 く生活に継続的な見通 しを与え、基

幹労働者の多 くは、その日暮 らしから離脱 しつつあった。1938年 の国民健康保険法は、農村

を対象 とした普通国民健康保険組合でさえ、その組合員を 「世帯主」とし、被保険者の範囲を

組合員の 「世帯二属スル者」として、「家」ではなく世帯単位の運用を明確にした。1942年 の

改正では、組合の強制設立と組合への強制加入が打ち出され、形式的には全国の市町村のほと

んどすべてをカ ヴァーすることになった。戦時体制下で実質的に機能するにはいたらなかった

とはいえ、世界的にも極めて早い時期に、農村地域の家族にまで世帯を単位 とした組織化が及

んだことは注目される。

 生活保障のなかでも年金は、雇われて働 く家族生活像 と深 くかかわっていた。1923年 の恩

給法は、1890年 の官吏恩給法 と軍人恩給法を統合整備 したもので、遺族への給付を同一戸籍

の 「妻」、「未成年ノ子」、「夫」の順に定めていた。1935年 時点での恩給の受給者数は、救護

法と軍事救護法を合わせた扶助人員を大きく上回り、恩給の平均受給額(職 位による格差は甚

だしかったが)も 、2つ の救護法の15倍 近くに達していた。その後 「産業戦士の恩給」とい

うキャッチフレーズで1941年 に公布されたのが、労働者年金保険法であった。そこでは男性
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労働者のみが強制被保険者 とされ、遺族年金の受給は内縁を含む配偶者が第一順位 とされた。

1944年 には厚生年金保険法と改称され、職員や女性も対象 となるが、同一世帯の生計維持 と

い う観点は貫かれていた。

 ところで1917年 の軍事救護法は、恩給法に該当しない一般兵士とその家族の軍事援護のた

めに制定 され、1937年 には軍事扶助法と改称された。後者においては、援護の対象がそれま

での 「生活不能」から 「生活困難」に変更され、家族や遺族の範囲として 「同一ノ世帯」が加

えられた。 この結果、軍事援護の規模は年間200万 人を超え、短期間ではあるが生活扶助の機

能を曲が りな りにも果たすことになった。

 以上のよ うに戦時期にかけて、各種の生活保障がいわば社会階層の上層から急速に整備 され

てきた。 この制度的な整備において、実質的な生活を営む単位 として世帯の把握が前面に押し

出され、世帯の生計維持者として男性世帯主が強く想定されてきたことは、家族生活のあ り方

にも少なからず影響を与えた。けれ ども戦時期においては、生活保障が体系的な形で実質的に

機能することはなかった。む しろ同時に進行 したのは、総動員体制による更に具体的な世帯と

その成員の把握であった。地域組織 と政策は可能な限 り精緻化 され、家族生活を日常的に組み

込んでいくことになる。

(2)総 動員体制 と世帯把握の具体化

 1938年 には国家総動員法が成立し、総力戦の遂行のために 「最モ有効二」「人的物的資源ヲ

統制運用」する体制が一気に整備 されていった。人的資源の面では、その質量の確保 と配置を

めぐって広範な人口政策が大規模に展開されたが、そこでは母子の保健にも力が注がれ、1942

年か らは戦後の児童福祉法の 「母子手帳」につながる 「妊産婦手帳」が交付された(1965年

の母子保健法からは 「母子健康手帳」に改称)。 物的資源の面では、物資の配給制度に対応す

るため、1940年 頃から世帯台帳が作成 され、居住者全員が世帯ごとに把握されるにいたった。

1941年 に大都市から始まる 「米穀通帳」は、まさしく世帯を生活単位に配給限度量を定めた

制度であった(1942年 の食糧管理法によって法制化、戦後1950年 代まで維持 される)。世帯

台帳が経済統制にとどまらず、教育、衛生、救護、そ して選挙(女 性の参政権は1945年)な

どの行政処理に利用 されたことはい うまでもない。この過程で町内会や部落会も、地域の世帯

を包摂する末端組織 として、1939年 頃から総動員体制の下に組み込まれていった。

 国家総動員法に先立って、1937年 には 「国民ノ体位ヲ向上」させ る目的で保健所法が制定

され、翌年には厚生省が設置された。厚生省は、すでにみた生活保障の制度化以外にも、総力

戦下の法的な整備 にかかわった。1940年 には国民体力法が制定され、保護者は 「被管理者」

(原則 として未成年者、管理主体は 「政府」)に 「体力検査」を受けさせ る義務を負い、受検

すると 「体力手帳」が交付 された。また同年に制定された国民優生法では、人口政策 とのせめ

ぎ合いで厳 しい制約をつけながらも、「素質ノ向上」を目的 として、配偶者(内 縁を含む)の

同意などを要件に 「優生手術」の申請が認められた。国民体力法は広範に実施 され、国民優生
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法の適用は極限 されていたが、いずれも 「体力」や 「素質」に関する一定の評価を導入するこ

とによって、家族の関係に介入するとともに成員の身体を具体的に把握するように作用 したの

である。

 そればか りではない。総力戦下の大量の軍事動員はもとより1000万 人を上回る労務動員は、

家族生活に直接的な影響を与えるとともに、労働需給の逼迫によって女性の労働力化を進行 さ

せ、各種使用人の動員によって都市世帯の親族成員化(非 親族成員の同居世帯からの離脱)も

進展させることになった。最後に、救護法以後の貧困政策の分化についてみておきたい。まず

1937年 に母子保護法が公布され、母子(13歳 未満)の 生活の一体的な扶助が明文化 された。

1941年 か らは医療保護法によって、「生活困難i」で医療が受けられない者に 「医療券」が発行

された。そ して1942年 には空襲被害を想定 した戦時災害保護法が制定され、応急救助や給与

金などが定められた。1945年 時点で、軍事扶助法と医療保護法の適用人員はそれぞれ200万

人を上回 り、戦時災害保護法の救助と給与金の給付件数はそれぞれ1000万 件を上回ったとい

われている。総力戦遂行の皮肉な結果として、少なか らぬ都市家族が戦時の扶助制度の対象と

なったのである。救護法を含むこれらの分化 した貧困政策は、その後1946年 の旧生活保護法

によって廃止されることになる。

(3)戦 後改革 と制度枠組みの改変

 家族生活は戦後の混乱と貧困に直面するが、その一方で家族をめぐる制度的な枠組みが大き

く改変 される。家族のあり方について 「個人の尊厳 と両性の本質的平等」を謳った憲法にもと

ついて、1947年 には民法が改正され、戸主権な どを定めた 「家」制度が廃止 されて、夫婦と

親子を中心に家族関係が規定された。そ して同年の戸籍法によって、三代戸籍が廃止されて、

夫婦 と未婚子を単位 として戸籍が編製され、婚姻にともない夫婦の新たな戸籍が登録 され るこ

とになった。なお、同年末には家事審判法が公布され、1949年 からは家庭事件 と少年事件を

処理する家庭裁判所が設置 された。 さらに1951年 に公布 された住民登録法は、かつての寄留

法を廃止 し、戦時下の世帯台帳を受け継いで、世帯を単位 とした住民票を作成することとした。

こうして戸籍 と住民票 とは相互に関連づけられ、前者は身分登録として、後者は現実に生活を

営む世帯の行政把握 として整序 された。

 とくに住民登録制度は、先にみた世帯台帳の機能に加え、1948年 の予防接種法にともな う

保護者の義務の履行、児童福祉法や身体障害者福祉法による手帳の交付や措置の実施、この時

期に体系化される各種の生活保障、そ して国税や地方税の徴収などにも利用された。なお、戦

前では納税者は限 られていたが、大半の世帯が(納 税者を擁 して)課 税 の対象 となるのは

1950年 代以降のことであった。いずれにしても家族に関す る多くの事柄が、世帯単位の住民

票にもとついて処理 されることで、世帯が社会生活の実質的な担い手となった。 こうして家族

的な世帯が 日常生活を営むには、数多くの社会的な手続や役割を引き受けて遂行 しなければな

らなくなった。 この意味では、家族の機能 とりわけ社会的な調整機能は、高まりこそすれ低下
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したわけではなかった。交錯する多くの役割が世帯を単位 とする家族生活に託されて、戦後は

出発 したのである。

 生活保障の体系化についてもみておきたい。1947年 の労働基準法の制定にともなって、同

年には労働者災害補償保険法と失業保険法が公布され、社会保険の4部 門が一応出揃ったが、

すでに制度化されていた医療保険 と厚生年金は休止状態であった。1947年 の社会保険制度調

査会の 「要綱」や1950年 の社会保障制度審議会の 「勧告」にみ られるように、この時期の社

会保障構想は、「被用者」から始まる社会保険を軸 として、いわば補完的に公的扶助を配置 し、

さらに公衆衛生 と社会福祉を統合するものであった。けれ ども戦後の状況においては、公的扶

助が政策的な焦点 とならざるをえず、社会福祉も貧困政策 としての性格を帯びることになった。

 1945年 末の閣議決定 「生活困窮者緊急生活援護要綱」では、日本の公的扶助史上初めて労

働能力のある失業者を援護の対象として、翌年の旧生活保護法では、無差別平等の保護を定め、

戦時下の分化 した貧困政策を総合するとともに、方面委員制度を引き継いで民生委員を補助機

関とした(1948年 に民生委員法)。生活保護の実施状況は、ピーク時の1947年 には保護人員

が300万 人近 くに達 し、保護率は30パ ー ミルを超えた。1950年 には現行の生活保護法が制定

され、「健康で文化的な」「最低限度の生活」保障が謳われ、保護の実施に際して世帯単位の原

則が明文化 された。世帯単位の原則は、「家」制度の扶養関係を退ける一方で、現実の世帯の

「扶養義務」を改めて確認するものであった。1950年 代末の実施状況をみると、3人 以上の

世帯が半数以上を占め、保護の受給期間も比較的短く、傷病の治癒や稼動収入の増加によって

保護が廃止される可能性は、今 日と比べはるかに高かった。膨大な低所得層が見出され るなか

で、生活保護は家族生活の最後の安全網 として一定に機能 していたのである。

 ところで、現行生活保護法は民生委員を協力機関とし、補助機関 として社会福祉主事の設置

を義務づけたが、1951年 の社会福祉事業法によって、社会福祉主事は福祉事務所 とともに制

度化されて、民間事業や地域 との連携も、社会福祉法人や社会福祉協議会として組織化が図ら

れた。 この時期には、戦災孤児 ・浮浪児や戦傷者への当面の対策との関連で、1947年 に児童

福祉法が、1949年 に身体障害者福祉法がそれぞれ制定 された。児童福祉法は、健全育成の立

場から児童と保護者との様々な関係(保 護者の不在や監護不適当を含め)を 調整 し、戦後の家

族生活に少なからぬ影響を及ぼした。児童福祉法の実施が、1947年 の保健所法改正(1994年

には地域保健法)、 家庭裁判所への全件送致主義を定めた1948年 の少年法改正、同年の少年院

法(矯 正院法の廃止)、 さらに社会福祉事業法や、児童委員を兼務する民生委員制度などと密

接に関連 していたことはいうまでもない。

 なお制定当初の身体障害者福祉法は、扶養義 務者からの費用徴収以外に、児童福祉法のよう

に家族の関係には直接言及 していない。 けれども家族的世帯による扶養は当然に前提 とされて

いたことは想像に難 くない。1993年 の障害者基本法でさえ、「障害者の家庭」が 「障害者の自

立の促進に努め」るように定めるとともに、他方で 「障害者の父母」などが 「その死後におけ

る障害者の生活について懸念することのないよう」に政策への配慮 を求めているからである。
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こうして戦後の福祉立法は、貧困政策の側面も強かったとはいえ、世帯成員の年齢や身体状況

を取 り上げ、成員個人の福祉の増進を社会的な課題 とすることによって、家族生活に新たな作

用線を導き入れることになった。

 (4)貧 困か らの脱出と家族生活の対応

 戦後改革にともな う制度枠組みの改変によって、家族生活と社会政策の相互昂進関係は新た

な局面を迎えた。すでにみたように関係の新局面は、家族的な世帯にこれまで以上の機能と社

会的役割を期待す るものであった。 さしあたり3つ の理由を挙げることができる。1つ は、生

活保障の体系化が始まるものの実質化するのは1960年 代以後であり、家族生活は戦後の混乱

と全般的 ともいうべき貧困に直面していた。社会政策のなかで生活保護が中心的な役割を果た

さざるを得なかったゆえんである。2つ は、総力戦の遂行 という上からの統制が解体すること

によって、貧困状態か らの脱出が新たな国民的課題 となるが、政府や企業が弱体化 した状況で

は、課題の遂行を個々の家族に託 さざるを得なかった。3つ は、戦前の 「家」制度が廃止 され、

さらに都市家族の多様性 も失われることによって、家族生活を支援 したそれまでの関係や資源

が枯渇 しつっあった。

 もちろん戦後状況によってのみ、家族的世帯への役割期待が高まったわけではない。近代以

降の家族をめぐる行政組織や地域組織の整備は、総動員体制において一層精緻化されたが、例

えば住民票、各種の手帳や通帳、民生委員、保健所などのように、その多 くは戦後に受け継が

れた。家族が調整 し処理する必要のある事柄の増大は、近代以降の組織整備とい う連続性にお

いても理解 されなければならない。 さらに総動員体制が、使用人の独立を促 して世帯形態を単

純化 し、女性の労働力化を促 して戸主の居所指定権 と抵触 しさえしたように、総力戦の 「合理

的」な遂行は、当時のイデオロギー的な家族言説とは裏腹に、すでに 「家」制度 との現実的な

矛盾を引き起こしていた点も見逃せない。

 いずれに しても家族生活にとって戦後とは、何よりも貧困状態を意味 した。戦前に到達 した

生活水準からの大幅な後退 と敗戦による混乱は、貧 しいとい う広範な自己認識をもた らすとと

もに、貧困からの脱出を新たな共通の目標 として浮かび上がらせた。 しかも貧困の原因として

は 「過剰人口」が集中的に取り上げられ、戦時の人口増加政策から一転 して、「人 口抑制」が

大きな課題 とされた。このような状況において、戦時の 「優生手術」と戦後の 「母性保護」の

2つ の側面をあわせ持った、優生保護法が1948年 に制定 された(国 民優生法を廃止、1996年

には母体保護法に改称)。 優生保護法は、配偶者の同意を含む一定の要件のもとで人工妊娠中

絶を認め、明治以来の刑法堕胎罪の適用の回避を初めて可能にし、翌年には 「経済的理由によ

り母体の健康を著 しく害する」場合を要件に加えた。法的要件にもとついて実行可能 となった

中絶は、その判断を家族の側にゆだねられた。

 現実には人工妊娠中絶は大規模に実行 され、1953年 から61年 までの年間の中絶件数は報告

数でも100万 件を超えた。このため合計特殊出生率も短期間に半減 して、1956年 から60年 ま
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での純再生産率はすでに1.00を わずかに下回ることになった。膨大な中絶は、都市部を中心

に子供を持つ既婚女性によって担われたが、それは戦後の困難が、家族生活において引き受け

られる事態を意味した。 「過剰人口jと い う社会問題が 「産児制限」として内面化 され、貧困

からの脱出が 「少産」 という生活課題 と結びつけられた。困難や課題が、戦時期のように膨張

主義的に外部化 され るのではなく、個々の家族的世帯の内部で受け止められ、膨大な中絶が引

き起こされた。多くを託 された家族生活は、それまでとは異なった独自の対応 を余儀なくされ

たのである。

 雇われて働 く家族生活か らすれば、戦時賃金統制における工員賃金の月給化 とそこでの家族

数への大きな配慮、戦後の労職一体化 と電産型賃金における家族給の割合の大きさなどは、賃

金水準が低位平準化するなかで世帯規模 と生計費 との関係を痛感 させた。また1959年 の最低

賃金法(「 労働者の生計費」を考慮)や その後の職務給導入の動きは、逆に家族給の後退によ

って、勤労収入の水準と世帯規模の調整を意識 させた。 こうして雇用者家族は、貧困からの脱

出にとどまらず生活水準の上昇を人並みに享受するためにも、生活単位の規模やあ り方を次第

に調整するようになった と考えられ る。この時期の膨大な中絶をともな う 「産児制限」は、

1960年 代以降になると 「家族計画」として日常的に受け入れ られ、よりよい生活に向かって

当然の課題 として内面化 されていくのである。

3.雇 用者家族モデル と政策対応("1年 代まで)

 1960年 前後か らは、家族生活 が飛躍的 に向上す る時期 にあたっている。 もち ろん生活 向上

を牽 引 したのは、雇 われて働 く雇用者 家族であった。 「戦後の数 十年間、すべての福祉国家が

根本的 に家族 主義的であ り、一人の男性 を一家の稼 ぎ手 とす る古典 的な家族 を想 定 していた」

(エ ス ピン ーア ンデルセ ン訳2001:100)と され るが、 「古典 的な家族 」像 が 日本において現

実性を帯び るのは、 この時期であった。家族生活 と社会政策 との相互昂進 関係 は、初 めて一定

の整合性 を獲 得す るが、一方で関係 その ものを揺 るがす契機 も生み出す ことになる。

(1)よ りよい生活の自己組織化

 世帯として把握 される各種統計調査の結果が、大きく変化するのも1960年 前後からであっ

た。それまでの家族の多様性が失われ、家族の形態や関係が夫婦 と未婚子のあ り方に純粋化 し

てい くのである。実際この時期において、世帯規模は一貫 して縮小 し、核家族 世帯の割合も

1980年 までは増加 し続けた。都市の世帯を構成 していた非親族人員も、1970年 代になるとほ

とんど皆無にな り、都市世帯は純化された親族関係として構成 され、他方かつての非親族人員

は単独世帯を形成することになった。また近代以降ほぼ一定の水準で推移 してきた農家戸数と

農家人口は、やは り1960年 から急速に減少 して、2000年 にはピーク時の約半数かそれ以下に

まで激減 した。 しかも男性流出者の世帯内地位は、1970年 代からは世帯主と後継 ぎで半数以

上を占めるようになった。このような農家世帯の衰退傾向は、雇用者家族のあり方が、全国的
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に拡大するとともに一般化 していくことを意味 した。

 この時期の雇用者家計をみると、その実質消費水準も上昇し、消費構造も高度化してきたこ

とは周知のとお りである。ここでは勤労者世帯の家計データから、3つ の点に注目しておきた

い。1つ は、2人 以上世帯を対象とする家計調査においても、1950年 代から70年 代にかけて

平均世帯規模が約1人 縮小するが、そのすべては非有業人員の減少であった。2つ は、世帯主

収入による家計支持率(実 支出に対する世帯主収入の倍率)を みると、1950年 代半ばまでは

1を 大きく下回っていたが、その後は着実に上昇 して1967年 に1に 達 し、1970年 代からは曲

折があるものの1を 下回ることなく推移 してきた。 こうして男性稼ぎ手の家計は、安定 した条

件を獲得 し一般化すると考えられるが、この動きは、自らの規模を縮小す るという雇用者家族

の生活対応 と密接に関係 していた。もし非有業人員が減少 しなければ、家計支持率が1を 上回

ることはなかったからである。3つ は、勤労者世帯の世帯人員別の消費支出額をみると、1960

年頃までは世帯人員の増加にともない消費支出も着実に増大 していたが、その後は世帯人員別

の消費支出の伸びは頭打ちとな り、1980年 以降の5人 以上世帯ではほぼ同じ水準の消費支出

となった。このことは、男性稼ぎ手の家計を前提 とする限 り、比較的に小規模世帯であればあ

るほど、より高い消費水準を享受できることを意味 した。

 こうして雇用者家族は、高度成長下の生活競争に有利に参入 し、激 しい社会変動への対応能

力を高めるために、出生児数や世帯規模を縮減 し、よりよい生活に向かって自らを組織 してき

たのである。1960年 頃か らの世帯に関する統計データの変化は、雇用者家族が生活単位のあ

り方を次第に 「家族計画」として内面化 し、よりよい生活への自己組織化を重ねてきた結果で

あるともいえよう。同時に、雇用者家族を中心とする自己組織化の進行は、後述する性別役割

分業の揺 らぎ以外にも、新たな課題をもたらした。

 この時期の家族生活は、かつてないほど限られた範囲の直接的な関係において営まれるが、

関係が閉 じられ純化 されればされるほど、日常的な葛藤にその内部で意識的に対処 しなければ

ならなくなる。他方、閉じられ個別化す るがゆえの社会サービスの利用に際 しては、これまで

以上に高度な調整機能が求められる。そして何よりも、教育や介護の水準の量的質的な上昇は、

家族が果すべき機能 として当然に織 り込まれ、家族への負荷はいやがうえにも強まった。 しか

も、従来の習慣的な機能処理では追いつかなくな り、その仕方を絶えず点検するとい う自己再

帰的な機能処理が要請される。家族に求められる機能は、高まりこそすれ低下しはしなかった

のである。要求される機能水準と現実に遂行可能な水準との乖離が、この時期に浮上する家族

問題を構成 したのであ り、問題の性格は一般的な家族機能の低下とは異なっていた。

 ところで、規模の縮小や形態の純化は、近代の理念 としての核家族の実現過程でもあったが、

よりよい生活に向かっての自己組織化は、核家族の存在そのものを相対的な位置に転化させ る

ことになる。20世 紀末の世帯の実態は、核家族の理念の実現をこえて急速な変容をとげるか

らである。実際、一般世帯に占める核家族率は1980年 をピークに低下し続けている。ながい

間 日本の世帯人員別世帯数のモー ドであった4人 世帯も、1990年 にはその座を1人 世帯に譲
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り、2000年 には1人 世帯 と2人 世帯が、それぞれ一般 世帯の27.6%、25.1%を 占め、両者 で

半数 を上回 る。夫婦 と親子 とい う家族の基本関係 を備 えた世帯 は、世帯構成 の中心か ら後 退 し、

多数派で はな くな りつつある。

 先 を急 ぐ前 に、 この時期の政策対応 を振 り返 ることによって、家族 と政策 との昂進 関係 が ど

のよ うに展開 したのか を検討 してお きたい。

(2)生 活保障の体系化と生涯生活像

 この時期の社会政策の特徴は、あえて絞 り込めば、1961年 の国民皆保険 ・皆年金の成立に

よって生活保障の体系化が一応整えられ、その後保障水準の向上が着実に達成 されてきた点に

求めることができる。事実、医療 と年金を軸とする社会保険は、狭義の社会保障関係費の過半

を占めるようになった。家族生活の側は、社会保険が想定する 「事故」を次第に生活設計に組

み込み、生涯にわたる生活保障の体系を内面化することによって、社会政策 との相互昂進関係

を強めてきた。 とりわけ雇用者家族は、政策モデル としても生活実態 としても、政策との昂進

関係 を中心的に担ってきた。

 公的年金制度を軸に、この間の動きを振 り返 りたい。まず1954年 には厚生年金保険法の抜

本改正によって、配偶者一般に対する扶養加算が老齢給付に導入された。1965年 の厚生年金

改正では、配偶者の年齢制限がなくなり、遺族年金が配偶者一般に給付されるようになった。

これ らの動きは、雇用者家族の妻を 「被扶養配偶者」として想定 し性格づけるものであった。

一方1959年 には国民年金法が公布 され、無拠出の老齢福祉年金などの給付がされたが、被保

険者はあくまで個人単位であり、雇用者年金における 「被扶養」の妻は任意加入 とされた。皆

年金体制 とはいえ当初は無拠出制年金保険の給付が中心であり、国民年金において拠出制保険

の受給者が無拠出制の受給者を上回るのは、1975年 のことであった。なお社会保障制度審議

会の1962年 の 「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制

度の推進に関する勧告」では、「今後は、社会保障の対象 としては夫婦 と未成熟の子を世帯の

単位 とし、それを基礎に して親族または扶養義務者 との関係を正確に規定すべきである」 と述

べ、「生活保護の単位」についても同様の見解を繰 り返 している(総 理府社会保障制度審議会

事務局編1971:586、589)。 生活保障の体系が、どのような家族モデルを想定 しつつあったか

を物語っているといえよう。

 ところで厚生年金と国民年金(拠 出制の夫婦合算)の 標準的な老齢年金額の推移をみると、

1966年 の1万 円年金、1969年 の2万 円年金、1973年 の5万 円年金 と、急速に給付の水準を上

昇させ、 しかも両者の水準はほぼ等 しかった。 しかし1976年 改正では、厚生年金が9万 円年

金を実現 したのに対して、国民年金は7,5万 円にとどまり、1980年 改正では、両者の開差は

さらに拡大 した。 しか もこの間の改正論議はほとんど厚生年金に集中 していた。 こ うして

1985年 には新年金制度が成立し、翌年から実施された。この抜本改正の大きな特徴は、国民

年金を1階 の基礎年金、新厚生年金を2階 の報酬比例年金とすることによって、両者の開差を
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制度化 したことである(被 用者年金によって国民年金の財政危機 を回避する側面 もあったが)。

実際1989年 には、厚生年金が約20万 円に対 して、夫婦合算の基礎年金は11万 円にとどま り、

生活保護基準(老 人2人 世帯)を も下回ることになった。また新制度によって女性の年金権は

確立したが、雇用者に扶養 される配偶者(第3号 被保険者)は 、保険料を徴収されないで基礎

年金が給付 され、その保険料は被用者年金制度によって負担されることになった。右肩上がり

の改正が繰 り返 される中で、公的年金制度は次第に雇用者家族に焦点を絞ってきたのである。

 医療保険をみると、1958年 に改正国民健康保険法が公布 され、1961年 までに市町村に実施

が義務づけられたが、普及の中心課題は、かつての農村から都市の零細企業従事者に移ってい

た。国民健康保険の場合、給付を受ける被保険者個人に対して拠出制原則(均 等割部分)が 貫

かれるが、健康保険の場合、家族給付を受ける 「被扶養者」は、無拠出であ り、その存在は保

険料の算定に際 して考慮されない(家 族給付は1942年 の健康保険法改正により制度化)。 なお

1984年 改正までは、被保険者当人への給付は、国保が7割 であるのに対 して、健保は10割 で

あった。また、労働災害補償保険において、1960年 に長期給付が導入され、1965年 改正で生

活保障の性格が一層強め られたことも注 目される。そして、1961年 には扶養控除から独立 し

て、給与所得者の配偶者控除が創設され、その後控除額はたびたび引き上げられてきた。さら

に付け加えれば、1965年 の母子保健法によって、それまでの児童福祉か らの接近以上に母子

が一体的に把握 され、母子保健関係の体系的な整備が図 られた。

 以上のように、この時期の生活保障の体系化は、男性稼 ぎ手の雇用者家族を理念モデルとし

て展開してきたといっても過言ではない。 よりよい生活を求めての家族生活の営みも、雇用者

家族をモデル として、男性世帯主の稼ぎを前提に自らの組織化を進めてきたのである。すでに

みたように、勤労者家計において世帯主収入の家計支持率が着実に上昇 したことも、このよう

な昂進関係を裏付けている。けれども、雇用者家族の妻が 「被扶養者」として性格づけられ、

男性稼ぎ手家計が一般化するとともに、それまでの極端な性別役割分業がさらに進展するのか

とい うと、事情は単純ではなかった。雇用者家族と相関の高い都市部の女性の就業率は、非整

合的な動きを示すからである。

 確かに全国 レベルでみると、女性の就業率は1975年 に底を打っているが(膨 大なベ ビープ
ーム世代の男女が第1次 石油ショック後の労働市場に流入するとい う構造要因を見逃せない)

、

雇用者家族が集積する都市部(例 えば東京都)の 就業率は、1950年 代から右肩上が りに上昇

して、20世 紀末には半世紀前を約20ポ イン トも上回っている。 この様子を年齢別にみても、

都市部の有配偶年齢女性の就業率は、20世 紀後半において着実に上昇 し、とくに40歳 台から

50歳 台が30ポ イン ト前後上昇することによって、その形状も戦間期のL字 型から、1980年 代

には全国に近似 したM字 型を呈 していた。かつての極端な性別役割分業は、この時期において

明 らかに変化 したのである。これには、内外の要因が考えられる。有配偶女性が家事や育児に

拘束される時間が、1960年 代には大幅に減少 し、一方、近年の女性雇用者の3分 の1以 上を

占めるパー トタイムとい う雇用形態が、1960年 代から増加 したためであった。 さらにいえば、
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出生児数の激減と平均寿命の伸びによって、女性の生活周期が大きく変容 してきたことも加 え

られよう。

 こうして、いわゆる主婦役割を放棄することなく、雇用者家族のよりよい生活 と自らの生き

方を追求 し調整する過程が、有配偶女性のパ0ト を中心 とする就業率の着実な上昇 として現象

した。勤労者家計の平均をみる限 り、1970年 頃を境に他の世帯員(主 として子供)に 代わっ

て配偶者の収入割合が増加す るものの、実収入に占める世帯主収入の割合は、それほど大きく

変化 していない。けれども、家族生活の自己組織化のもとで進行 した有配偶女性の就業率の上

昇が、労働参加の経験と生活時間配分の変更をとおして、それまでの性別役割分業を揺るがす

契機 となったことも否定できない。男性稼ぎ手をモデルとした政策展開のなかで、その政策基

盤を揺るがす動きが着実に進行していたのである。

 そればかりではない。雇用者家族モデルによる生活保障の体系化は、家族成員に生涯にわた

る 「生活設計」を内面化 させるとともに、家族生活そのものの リスクを次第に意識させること

になった。家族の流れに重なっていた成員の生涯像が、家族の生活周期には収まらなくなり、

個人の生き方や 「自己実現」が、体系化 された家族モデルとは必ず しも一致 しなくなるのであ

る。 こうして、結婚や出産などの生涯の出来事が、選択可能な事柄 として受け止められ、性別

役割分業を含む家族生活の諸局面が、絶えず意識的に維持 し構成 されることになる。近年にお

ける生涯未婚率や離婚率の高ま り、そ して合計特殊出生率の低下は、19世 紀末の家族生活の

困難とは全く異なった条件 と意味において、家族の形成 と維持がそれほど容易ではないことを

物語っている。この時期の家族 と社会政策との関係は、これまでになく整合的な相互昂進関係

を進展させなが らも、一方では、想定された家族モデル 自体の動揺をもたらす ことになる。あ

えていえば、雇用者家族モデルは、政策体系として成立するのとほとんど同時に、その揺 らぎ

に直面 したのである。

 けれども1980年 代の政策対応は、む しろそれまでの家族モデルに固執す るものであった。

まず1980年 の民法改正によって配偶者の法定相続が2分 の1に 引き上げられ、1985年 には贈

与税の配偶者特別控除が導入された。また給与所得者の配偶者控除の再三にわたる引き上げに

加えて、1984年 には同居老親の特別扶養控除、1987年 には配偶者特別控除がそれぞれ創設 さ

れた(な お2004年 か ら配偶者特別控除の一部廃止が実施 される)。1985年 の年金改革では、

すでにみたように第3号 被保険者制度が導入 され、遺族厚生年金も拡充された。こうして80

年代の政策対応は、雇用者家族モデルを維持する性格を強め、家族生活の新たな動きとの矛盾

を深めていった。一方で、80年 代半ばを塊に、それまでの右肩上が りの生活保障政策が転換

されたことも注 目される。1984年 には、生活扶助基準の算定が格差縮小方式から水準均衡方

式に変更され、健康保険法改正によって被保険者本人への給付率が初めて引き下げられた。翌

年の年金改革でも、報酬比例部分の給付水準が初めて引き下げられる。いちいち言及 しないが、

体系化 された生活保障の給付水準を抑制する動きが、これ以後本格化するのである。
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 (3)変 動への対応能力と貧困の性格変化

 よりよい生活への自己組織化にともなって、1960年 代の各種の白書や報告書における生活

認識の仕方も変化 した。それは一言でいえば、静態的な生活状態の把握か ら、急激な社会変動

に対応する生活能力への着 目であった。対応能力にもとつく生活の把握は、それまでの生活問

題イコール低所得層 という構図を変貌 させ、変動に対応できない世帯もしくは個人 として、生

活保護世帯、高齢者(世 帯)、 母子世帯、心身障害者(世 帯)な どを浮かび上がらせた。 こう

して生活問題の重心は、対応能力が不足 したいわゆる 「不適応層」に移動 していった(中 川

2000:183-4)。 このような動きと密接に関連 していたのが、この時期に制定 された一連の福祉

立法や扶養手当法であった。

 1960年 の精神薄弱者福祉法(1999年 に知的障害者福祉法に改称)、1963年 の老人福祉法、

翌年の母子福祉法(1981年 に母子及び寡婦福祉法に改称)の 公布によって、いわゆる福祉6

法体制が成立し、1970年 には心身障害者対策基本法(1993年 に障害者基本法に改称)が 公布

された。雇用者家族一般が変動に対応 して自己組織化をとげることによって、かえって世帯成

員の多様な属性が詳細かつ鮮明に性格づけられ、成員個人の福祉 と家族生活 との調整が新たな

課題 となった。 とはいえ、1962年 の社会保障制度審議会の答 申および勧告が、社会福祉を

 「低所得階層に対す る施策」に位置づけていたように、この時期の福祉政策は、成員の属性 と

家族関係 との調整に直接具体的に踏み込んだわけではない。1971年 の社会福祉施設緊急整備5

ヵ年計画に示 されるように、措置による施設収容に政策的な力点が置かれていたからである。

社会福祉において地域福祉や在宅福祉が見直され るのは1980年 代に入ってからであり、各種

の 「居宅生活支援事業」が本格化するのは1990年 に老人福祉法等一部改正法が成立 してから

のことであった。家族 と地域社会の関係の再調整は、明治期以来整備 されてきた地域組織を基

盤として、生活保障の体系化 と家族生活の自己組織化が進展 したため引き起こされ る新たな課

題でもあった。

 1961年 には児 童扶・養手 当法が、1964年 には重度精神薄弱児扶養 手当法(1966年 に特別児童

扶養 手当法 に改称)が それぞれ制定 され 、当該児童を対象 としつつ も、実質的 な養育者 に扶養

手当が支給 され ることになった。 また1971年 には児童手 当法が よ うや く公布 され、翌年か ら

児童の養育者 を対象に支給が開始 された。2つ の扶養手 当がいわゆる 「不適応層」 とかかわっ

ているのに対 して、児童 手当は本来、一般 的な世帯 を対象 としている。 けれ ども児 童手当法 は、

第3子 以降を対 象 として(1985年 の改正まで)、2人 以下の子供 を持つ多数の世帯 を除外 した。

すでに1960年 代 に入 る と、3子 以上を出産す る世帯は限 られてお り、生活扶助基準 の標準世

帯 も3子5人 か ら2子4人 世帯に変更 されていた。 現実の児童手 当は、当時の家族生活が 目指

していた典型モデルか らは外れ た世帯 に対応 していたのであ る。 実際、1950年 代 に散見 され

た家計上の困難(飲 食物費の圧縮現象)は 、60年 代 には3子 以上 を有す る特定 の世帯 に しか

認 め られな くな り(中 鉢編1970:226-30)、 児童 手当の運用は、特 定の児童 を対象 と した2っ

の扶養手 当と類似 した性格 を帯びていた ともいえよ う。
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 激 しい社会変動 とそれへ の対応能 力 とい う点では、1967年 の住民基本台帳法 による世帯把

握の変化 に も注 目したい。それまでの住 民登録 は世帯単位 に作成 され ていたが、住民基本台帳

は、原則 と して 「個 人を単位 とす る住 民票 を世帯 ご とに編成 」 して作成 され ることにな った。

まず個人 を直接把握 して、その後 に世 帯 と して構成 す るとい う手法は、 「個人化」 の兆 しがあ

った とはいえ、必ず しもこの時期の家族 のあ り方 を反映 した ものではない。む しろ、体系的な

政策作用が交錯 し複雑化す る とともに、行政側 の事務処理が住民把握 にお ける 「方法論 的な個

人主義」を必要 としたのである。また、消費社会 において個 人 コー ドがバ ラバ ラに肥大化 して

い ったの も、 この時期 であ った。 その後 、1997年 には基礎年 金番号 が導入 され 、 さ らに、

1999年 の住民基本 台帳 法改正に よって、住 民票 コー ドが導入 されて、世帯 を介在 させ ないで

個人を認 証す る情報 が、行政事務のネ ッ トワー クに提供 され た。 このよ うに個人単位 で複雑 な

コー ドが交錯 して作用す るこ とは、個 々の成員 を世帯 と して統合 し維持す るために、 これ まで

以上の調整 と課題処理 が家族生活に求め られ るこ とを意味 した。

 最 後に、 この時期 か ら最近までに、貧 困が どの よ うな性格変化 を とげたのかを、被保護世帯

の動 向に よって振 り返 ってお きたい。 まず、世 帯人員別 に被保護 世帯の構成 をみ る と、1960

年には、1人 世帯が35%で 、3人 以上世帯が50%を 占めていたが、1980年 には、1人 世帯で

56%を 占め、3人 以 上世帯が24%に 半減 し、2000年 になる と、1人 世帯が73%に 達 し、3人

以上世帯は10%に とどまった(生 活保護の動向編集委員会編2002:28)。 この間、非稼 動世帯

が増加 し、高齢者世帯 と傷病 ・障害者世帯 が増加 して きたが、現在 の被保護世帯の特徴は、そ

のほ とん どが家族的世 帯を構成 していない点に求め られ る。1990年 以降の保護 開始世 帯 も、

そのほ とん どが 「単独 世帯」化 してい る。 この事態は、保護率の低下傾 向(1995年 まで)や

現場での世帯分離 な どでは十分に説 明で きない。戦前の救護法の実施状況や 、1950年 代の家

族 生活 の保護状況 と比較す ると、生活保護 の対象 とす る貧困の性格そ のものが大 きく変化 した

といわ ざるをえない。今 日の被保護世帯 の困難 は、所得の低 さもさるこ となが ら、社会生活に

おける関係や活動か ら遠 ざけられている点 に求 め られ るか らである(社 会生活に関す る調査検

討会2003:第2章)。 振 り返ってみ る と、明治期の位救規則 は、家族が解体 した 「独 身」者 の

み を救助対象 としていた。 そ して1世 紀以上 を経た現在 、世帯単位 を原則 とす る生活保護 が、

現実 には1人 世帯 を中心に実施 され ているので ある。 生活保障が体系化 された結果 と して、貧

困が この よ うな形で現れてい ることは、歴史的な類似 に とどま らず、関係史の新たな局面の到

来 を示唆 してい るのではないだろ うか。

4.家 族の関係 をめ ぐる新たな政策調整(1990年 代か ら)

被保護世帯 のあ り方に とどま らず、家族 をめ ぐる社会政策 も、1990年 代にはい る と、それ

までの展開 とは異な った性格 を帯び るこ とにな る。 この点 については、家族法研 究において も

「明治維新 、第2次 大戦後 と並ぶ第3の 法 改革期 」 といわれ てい るが(利 谷2003:27)、 こ

こで は 「改革」の特徴を、家族 の関係 についての政策調整の局面 と捉 えて、い くつ かの視点 か
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ら近年の政策動向を展望 しておきたい。

 まず注 目されるのは、主として有配偶女性の雇用労働への参加にともなう、家族関係の調整

である。前節でみたように、家族をめぐる社会政策は、1970年 代に男性稼ぎ手を軸 とする雇

用者家族モデルとして体系化 されると同時に、実態 としてはすでにモデルの揺らぎに直面 して

いたが、1980年 代には、むしろ逆に従来のモデルに固執する傾向を強めていった。こ うした

雇用者家族モデルへの依存が本格的に転換 しは じめるのは、1990年 代に入ってか らのことで

ある。1985年 の男女雇用機会均等法の制定と、女性差別撤廃条約(国 連)の 批准は、このよ

うな転換への動きを醸成 したが、急速な高齢化や予想をこえる少子化の進行もこの動きを促進

した。主 として家族の内部で女性が無償で担ってきた高齢者の介護や子供の養育が、1989年

のゴール ドプランや1994年 のエンゼルプランの策定とその後の改定に示され るように、社会

的な支援の対象 としても取 り上げられるからである。

 1991年 の育児休業法の制定か ら、1995年 の育児 ・介護休業法への改正(さ らに2001年 の一

部改正)とILOの 第156号(い わゆる家族的責任)条 約の批准、1997年 の男女雇用機会均等

法の改正強化 と介護保険法の制定という流れは、雇用労働 と介護や育児との調整が本格化 した

ことを表 してお り、それまでの性別役割分業の再検討を促すものでもあった。一方で、1995

年の高齢社会対策基本法に始まり、1999年 の男女共同参画社会基本法、2003年 の少子化社会

対策基本法と次世代育成支援対策推進法にいたる3つ の基本法の制定は、2000年 からの介護

保険制度の実施 ともあいまって、雇用労働 との関係調整にとどまらず、「家庭」のあ り方に雇

用者家族モデルとは異なった作用線を導入することになった。高齢社会対策基本法で繰 り返さ

れる 「生涯にわたって」の見通 し、男女共同参画社会基本法の 「子の養育、家族の介護にっい

ては、社会も共に責任を担 うとい う認識」(附 帯決議)、 少子化社会対策基本法に謳われ る 「少

子化の進展に歯止めをかける」姿勢などは、雇用者家族モデルへの依存から転換し、あらため

て家族を社会平面において位置づけなおす動きを示唆 している。

 このような介護や育児 さらには家族のあり方の社会的な課題化は、これまで指摘 されてきた

家族機能の弱体化や生活保障の不十分さという文脈では受け止めきれない。 「『高水準』『高密

度』の、 しかも 『長期』にわたる 『高ス トレス』の介護労働。現代 日本の家族は、人類が未だ

経験 したことのない質 と量の介護労働を担っているのだ。」(春 日2000:222)と いう事情は、

少子化であるがゆえに育児にも当てはまる。介護や育児の社会化にもかかわらず、介護保険に

おける要介護者介護の大半が家族の関係を基盤 としていることに示 されるように、家族に求め

られる広範で複雑な調整機能は弱体化 しているとはいいがたい。 しかも今 日の家族生活は、繰

り返 される機能処理にとどまらず、絶えず点検と見直 しが要請され る自己再帰的な処理課題に

直面しているのである。他方、雇用者家族をモデル とする生活保障も、すでにみたような形で

進展 してきたことは否定できない。む しろ生活保障が体系化されたために、介護負担や育児負

担さらには生涯見通 しが標準的なモデルにもとついて比較可能となるとともに、特定の家族や

成員への負荷が説明困難な不公平や 「偶発的 リスク」 として受け止められ、雇用者家族に依拠
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してきた社会政策が軌道修正を迫 られることになるのではないだろうか。

 雇用者家族モデルが暗黙に前提 としてきた家族の共同的な関係が、生活保障の体系化の結果

として解きほぐされ、男女の働き方や介護 ・育児などの家族関係そのものに社会政策が係わら

ざるをえなくなるのである。 とはいえ 「家族支援」の政策は、「家族を開く」 と同時に、家族

の 「本来的」役割に期待するという両義性を帯びる(藤 崎2003)。 家族生活の側か らすれば、

その調整機能の高度化に示されるように、「中間集団が衰退 してきたなかで、家族だけがその

地位 と比重をどん どん増加 し、問題を抱え込む」ようになり、「内部での脆 さと外部への堅く

なさ(意 思決定を問われる責任 の重 さ一引用者)と い う両義的な壁」に直面す る(藤 村

2000:26)。 いずれに しても、これまで整序 されてきた男性稼ぎ手、主婦、高齢者、子供など

の家族成員の役割や属性が、家族生活の内部にとどまらず、政策的な調整課題 として表面化 し

てくるのである。

 家族の関係をめぐる政策調整の過程は始まったばか りであ り、その行方をはっきりと見定め

ることは困難である。最後に、すでにみた以外の4つ の動きを指摘 して小論の結びにかえたい。

1つ は、1987年 の民法改正によって特別養子縁組制度(戸i籍 制度における真実主義の修正)

が、1999年 の民法改正によって成年後見制度(配 偶者法定後見人制度の廃止)が 、それぞれ

設けられたことである。2つ は、2000年 の児童虐待防止法、2001年 のいわゆる ドメスティッ

ク ・バイオ レンス法の制定に示 されるように、家族内部の関係への直接的な介入が制度化 され

たことである。3つ は、以上の動きとも関連するが、2000年 の社会福祉法制定に集約 される

社会福祉基礎構造改革の動きである。措置から契約への移行にともなって、利用者の主体化が

促 され、家族の関係や地域の基盤も大きな変化を迫 られることになる。4つ は、1997年 の臓

器移植法や2003年 の性同一性障害特例法の制定に象徴される、医療技術と家族関係の調整で

ある。少子化社会対策基本法第13条 の不妊治療や、生殖補助医療にともな う親子関係の法整

備の動きも含まれる。 さらに付け加えれば、2000年 の少年法改正以降の厳罰化傾向、2002年

のホーム レス自立支援特別措置法などの動きも注目される。

 以上のように、家族をめぐる最近の社会政策は、家族生活 との昂進関係 とい う従来の枠組み

か ら離脱 し、家族関係そのものの新たな政策調整へとシフ トしている。近代以降の相互昂進関

係は根底的に変容 しつつあり、これまでの家族成員の役割や属性の本格的な調整過程に突入 し

ているのである。 とはいえ、家族関係の調整をめぐるこれ らの動きは、必ず しも一定の方向を

目指 しているわけではない。む しろ、相互に矛盾 しさえする複雑な作用を家族生活の営みに及

ぼ しているのが現状である。その行方を明示することはできないが、家族をめぐる社会政策が

全く新たな局面を迎えていることは確かである。
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